
様

　電子入札を行うにあたり、鹿島市電子入札システムへの登録に必要となる「業者番号」、

「商号又は名称」をお知らせします。再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

※ID・パスワード欄は、利用者登録時（ID登録申請）に入力したものを各自ご記入ください。

令和８年２月１日以降、鹿島市のホームページより登録をお願いします。

電子入札システム登録についての資料は、説明会終了後掲載します。

★鹿島市＞入札・契約＞電子入札ポータルサイト＞電子入札システム

【問い合わせ】

○システムの操作方法、機器の設定に関すること（利用登録）

　㈱日立システムズ　電子入札総合 ヘルプデスク　

　 ☎　０５７０－０２１－７７７　（平日9：00～12：00 　13：00～17：30 ）

　 ✉ sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com 

○入札制度及び入札案件に関すること

　 鹿島市役所　財政課　入札・契約管理係　☎　６３－２１１４（平日8：30～17：15）

少額物品用パスワード （半角英数字6文字以上20字以内）

【注意事項】

　・「業者番号」欄については以下の点に注意し入力してください。

　　①「業者番号」欄は9桁必須となっています。

　　②自社の「業者番号」を半角入力の9桁で入力してください。

　

　・「商号又は名称」欄については以下の点に注意し入力してください。

　　①「商号又は名称」を正確に入力してください。

　　②株式会社、有限会社については（株）、（有）とは入力せず、そのまま入力してください。

　　　また、「株式会社」と業者名の間にはスペースを入れずに続けて入力してください。

　　　受任者を登録している場合は、業者名と支店名等の間に全角スペースを入力してください。

　　　入力例：（株）Ａ商事　→　株式会社Ａ商事

　　　　　     　Ｂ商事（有）○○支店　→　Ｂ商事有限会社　○○支店

　・利用者情報検索場面では「ユーザID」「パスワード」欄は、空欄のままにしてください。

商号又は名称 ○○○○○ （全角）

少額物品用ユーザーＩＤ （半角英数字6文字以上20字以内）

令 和 8 年 1 月 23 日

鹿島市　財政課

（入札・契約管理係取扱）

電子入札システム利用にかかる「業者番号」、「商号又は名称」のお知らせ

業者番号（物品役務） C10000100


